
船舶事故等調査報告書 

平成２２年６月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０広第９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年１月１８日 １９時１６分ごろ 

発生場所 広島県尾道
おのみち

市 大浜埼
おおはまさき

灯台から真方位３２８°９５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２１.８′ 東経１３３°１０.０′） 

事故等調査の経過 平成２２年１月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 Ａ 貨物船 第一くろしお、１９９トン 

 船舶番号、船舶所有者等 １３４７１６、有限会社錦江海運 

Ｂ 引船 第十八 協栄
きょうえい

丸、１３４トン 

   １２８６９９、大泉物流株式会社 

Ｃ 台船 Ｋ－２、約２,０２０トン 

   なし、宗田造船株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、五級海技士(航海) 

Ａ 甲板長、五級海技士(航海) 

Ｂ 船長、五級海技士(航海) 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷外板に凹損及び擦過傷 

Ｂ 船首部外板に凹損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長ほか２人が乗り組み、因島北方沖を約９.０ノット（kn）の

速力で、手動操舵により東進中、Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、Ｃ

船をえい
．．

航して引船列（以下「Ｂ船引船列」という。）を構成し、約９.０

kn の速力で、手動操舵により北西進中、平成２２年１月１８日１９時１６

分ごろ、Ａ船の左舷側とＢ船の船首部とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風速 約２.５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時、潮流 北西流 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析  Ａ船は、因島北方沖を東進中、当直中の甲板長

Ａが、右舷方から接近するＢ船引船列に気付いた

が、Ｂ船引船列が、Ａ船の前路を通過するものと

思い込み、Ｂ船引船列に対する適切な見張りを行

わなかったため、接近したＢ船引船列に気付くの

が遅れた可能性があると考えられる。 

Ｂ船引船列は、北西進中、船長Ｂが、夜間、左

舷方の狭い水道から航行する船舶はいないものと

思い込み、左舷方の適切な見張りを行わなかった

ため、Ａ船に気付かなかった可能性があると考え

 



 

られる。 

原因  本事故は、夜間、因島北方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船引船列が北

西進中、両船が適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突したことに

より発生した可能性があると考えられる。 

 




